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第１ 総論 

 

１ モニタリングの目的 

大阪市（以下「市」という。）は、大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業（以下「本

事業」という。）の事業期間中、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（平成11年法律第117号）に基づき選定された民間事業者（以下「事

業者」という。）が、（１）に掲げる観点から本業務を適切かつ着実に実施し、（２）

に掲げる書類に事業者が履行すべき契約内容として定める事項（以下、これらを総称

して「要求水準」という。）を達成しているかについて確認するため、モニタリング

を実施する。 

 

（１）事業実施にあたり事業者が遵守すべき観点 

ア 工事及び業務の品質の確保  

イ 関係法令･条例の遵守  

ウ 公共事業の実施者としての社会的な責任の遂行  

エ 健全な事業経営  

オ 本市への報告その他の所定の手続の履行 

 

（２）履行すべき契約内容を定める書類 

ア 大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業 事業契約書（以下「事業契約書」とい

う。） 

イ 大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業 要求水準書（以下「要求水準書」とい

う。） 

ウ 大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業 入札説明書及びその添付資料、補足資

料等の事業契約書に規定する入札説明書等（以下「入札説明書等」という。） 

エ 事業者の提案書類 

オ その他 事業契約書とは別に市及び事業者の間で締結される契約等の書類 

 

 

２ モニタリングの方法 

（１）基本的な考え方 

本事業は、市がこれまで進めてきた基幹管路の更新をＰＦＩ事業として実施する
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ことで、民間事業者の技術力と創意工夫の発揮により、工事及び業務の適正な履行

による品質の確保等はもとより、コストを抑制しつつ更新のペースアップを図るこ

とを目的としたものであるが、事業者が市に代わって事業を担うことから、事業者

が工事及び業務の履行において、要求水準を確実に達成することが極めて重要とな

る。 

市によるモニタリングについては、事業者の工事及び業務の履行に関して、市が

要求水準として定めた工事及び業務の品質の水準の達成、事業契約書の遵守、事業

者の策定する事業計画の進捗状況など、事業者の事業内容が満たすべき水準を確保

し、本事業が適正に履行されていることを確認することを基本とし、不適正施工の

抑止をはじめとして、市がこれまで実施してきたものと同等以上の水準を確保する。 

なお、事業者の帰責により要求水準を達成していないと認められる（以下「要求

水準未達」という。）場合、当該要求水準未達に関しては事業者に対して是正措置

を求め、未達状態を解消させるとともに、当該未達の性質やその有責性、工事完成

物や事業進捗等に与える影響に応じ、事業者に対して違約金の支払義務を設定する

という仕組みにすることで不適正な工事及び業務の実施を抑止する。 

 

（２）事業者によるセルフモニタリング 

事業者は、以下に定める、事業者が作成するセルフモニタリング実施計画に基づ

き、計画、運営、設計、施工、施工監理の各業務における要求水準の達成状況、事

業契約書の遵守、事業計画の進捗状況、事業運営状況等について、適正に事務を履

行し、要求水準の達成を担保するため、表２「要求水準未達の事象例」も踏まえな

がら、セルフモニタリングを実施する。 

  

ア セルフモニタリング実施計画 

（ア）策定 

本事業に参加を希望する民間事業者は、入札説明書等を適切に理解したう

えで、水道法をはじめとする関係法令等に基づく本事業の適正かつ確実な履

行、事業契約書の遵守、事業計画の進捗状況、事業運営状況など要求水準の

達成のため、本大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業モニタリング基本計画

（以下「モニタリング基本計画」という。）を踏まえて、自ら確認する手法等

を定めたセルフモニタリング実施計画（案）を作成し、市に提案する。 

事業者として選定された後、提案したセルフモニタリング実施計画（案）
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をもとに、市と協議及び調整を行った結果を踏まえ、市の承認を経てセルフ

モニタリング実施計画として策定するものとする。 

市は、事業者に対して、自らの創意工夫により、効率的かつ実効性の高い

セルフモニタリング実施計画（案）を作成することを求める。 

なお、セルフモニタリング実施計画を変更する場合は、事業者は、市の承認

を得るものとする。 

 

（イ）記載内容 

セルフモニタリング実施計画の記載内容を次のとおり示す。 

・ セルフモニタリングに関する全体方針、実施体制、体制図、責任者 

・ 要求水準の達成の確認に関する実施方法（市のモニタリング項目に対

応するセルフモニタリング確認項目、確認方法、頻度、確認者等の一覧

表等）、フロー図 

・ 重点確認項目（要求水準の達成に関して、事業者自らが重点的に確認

を行うことを定める項目）の設定 

・ 事業計画の進捗管理に関する実施方法、フロー図 

・ 要求水準未達時に関する対応の実施方法（是正措置の実施方法、事

件・事故などの公表方針等）、フロー図 

・ セルフモニタリング結果の公表に関する方針、内容、頻度、方法等 

 

（３）市によるモニタリング 

市は、以下に定めるモニタリング実施計画に基づき、事業者に対して、計画、運

営、設計、施工、施工監理の各業務における要求水準の達成状況、事業契約書の遵

守、事業計画の進捗状況、事業運営状況、事業者のセルフモニタリングの実施状況

等について、モニタリングを実施する。 

 

ア モニタリング実施計画 

事業者から提出されるセルフモニタリング実施計画を踏まえ、必要に応じて、

モニタリング基本計画を修正して、モニタリング実施計画とする。 

なお、市は、以下の事由により、モニタリング実施計画を変更する、又は事業

者に対してセルフモニタリング実施計画の変更を指示する場合がある。 

・ 事業契約書が変更された場合 
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・ 要求水準書が変更された場合 

・ セルフモニタリング実施計画が変更された場合 

・ 関係法令等が改正された場合 

・ 要求水準未達の発生により市が見直しを必要と判断した場合 

・ その他、市が必要と認めた場合 

 

 

３ モニタリング結果の公表 

市は、本事業の透明性、客観性を確保するため、事業年度毎に、市によるモニタリ

ング結果について、市ホームページへの掲載等により公表する。また、本事業にかか

る事件・事故については、市は必要に応じその都度報道発表を行い、事業者も自ら必

要と認めたとき、又は市から求めがあったときは、その事実を公表しなければならな

い。 

なお、要求水準未達が発生し、市が必要と判断したときは、市は、その内容及び事

業者が作成した是正計画等を公表することができる。 

 

 

４ モニタリングに要する費用の負担 

市が実施するモニタリングに要する費用は、市が負担する。 

事業者が実施するセルフモニタリングに要する費用は、事業者が負担する。 

なお、市が実施するモニタリングに対応するため、事業者に資料の提出等を求める

場合は、当該資料提出にかかる費用は事業者が負担する。 

  



 

5 

 

第２ モニタリングの実施体制 

 

１ 事業者によるセルフモニタリング 

事業者におけるセルフモニタリングの実施体制は、セルフモニタリング実施計画に

記載のとおりとする。なお、事業者は、計画、運営、設計、施工、施工監理の各業務

における要求水準の達成、事業契約書の遵守、事業計画の進捗状況、事業運営状況な

ど要求水準について、万全なセルフモニタリングを実施するための体制を構築するも

のとする。 

 

 

２ 市によるモニタリング 

市は、モニタリング統括担当及び業務モニタリング担当により、本事業の適切な全

体管理を行う。モニタリング統括担当と業務モニタリング担当は相互に連携し、モニ

タリングを実施する。 

 

（１）モニタリング統括担当 

モニタリング統括担当は、市のモニタリングを統括し、事業者と連絡調整を行い、

事業者から提出された書類、セルフモニタリングの結果報告、現地における確認等

により、事業者の、要求水準の達成、事業契約書の遵守、事業計画の進捗状況、事

業運営状況など要求水準に関してモニタリングを実施する。 

モニタリング統括担当の主な所掌業務は、次のとおりである。 

 

ア 本事業のモニタリングの統括業務に関すること 

イ 事業運営モニタリング（第３－１－（２）－イ）に関すること 

ウ 要求水準未達時の是正、違約金に関すること 

エ 全体、単年度事業計画及び事業報告等に関すること（業務モニタリングにおけ

る管路更新計画の策定と管理を含む） 

オ 事業者とのモニタリングに関する調整会議（第３－１－（２）－エ）の運営に

関すること 

カ 本事業に係る市の支出についての予算管理に関すること 

キ 市、国の監査等への調整に関すること 
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（２）業務モニタリング担当 

業務モニタリング担当は、計画、運営、設計、施工、施工監理の各業務において、

事業者から提出された書類、セルフモニタリング結果の報告、現地における確認等

により、モニタリングを実施する。 

市と事業者によるモニタリングの体制は、図１に示すとおりである。 

 

      図１ 市と事業者のモニタリングの体制（イメージ） 

 

 

 

  

事業者

事業運営担当 計画・運営担当 設計担当 施工担当 施工監理担当

市

モニタリング統括担当 業務モニタリング担当

承認

確認
指示
　　等

提出

報告
協議
　　等
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第３ モニタリングの実施方法 

 

１ 事業期間中におけるモニタリングの実施方法 

（１）事業者によるセルフモニタリング 

事業者は、セルフモニタリング実施計画に基づき、セルフモニタリングを実施す

る。 

セルフモニタリングの結果については、記録、保存するとともに、所定の期限ま

でに市に提出しなければならない。 

 

（２）市によるモニタリング 

市によるモニタリングは、管路更新計画や管路構成計画に関する事項をはじめ、

事業を構成する計画、運営、設計、施工、施工監理の各業務に関して承認又は確認

を行う「業務モニタリング」と、事業者の財務状況、計画の進捗状況など事業計画

書等に関する事項に関して承認又は確認を行う「事業運営モニタリング」により構

成される。 
なお、市によるモニタリングにおいて、事業者による本事業の実施状況が、要求

水準未達と認められる場合、「第４ 要求水準未達時の措置」に基づき、市は、事

業者に対して是正措置を実施すべき旨を通知する。 

 
・承認事項 

市は、各過程において、事業者からの提出書類をもとに、要求水準を達成

していることをチェックするが、後の過程に大きな影響が生じる事項（次の

過程に進む前にチェックすることにより、事業実施に大きな手戻りが生じる

ことを防ぐことのできる事項）については、「承認事項」とし、市のチェッ

クを受けなければ次の過程に進むことができないこととする。また市が「承

認事項」のチェックを行い、次の過程に進むことを許可することを、「承認」

とする。 

 

・確認事項 

市は、各過程において、事業者からの提出書類をもとに、要求水準を達成

していることをチェックするが、後の過程に大きな影響が生じない事項（市

のチェックを受ける前に次の過程に進んでも、事業実施に大きな手戻りが生
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じない事項）については、「確認事項」とし、市のチェックを受ける前に次

の過程に進むこともできることとする。また市が「確認事項」のチェックを

行うことを、「確認」とする。 

 

ア 業務モニタリング 

市は、業務モニタリングにおいて、前述のとおり区分した承認事項又は確認事

項について、モニタリングを実施する。 

事業者は、別紙２－１に定める提出書類をそれぞれの所定の提出時期までに、

市に提出しなければならない。 
また、上記にかかわらず、市が必要と判断した場合、市は事業者に対して、承

認又は確認に必要となる書類を請求する。 

なお、事業者は、市のモニタリングを含む本事業の円滑な執行を図るため、年

間を通じて業務の平準化に努めなければならない。 

 

イ 事業運営モニタリング 

事業運営モニタリングは、「会社運営等に関するモニタリング」と「財務モニ

タリング」で構成される。 

 
（ア）会社運営等に関するモニタリング 

本事業の進捗や、事業者の業務実施体制等に関して、市は、別紙２－２に定

める事業計画書及び事業報告書等に基づき、要求水準の達成や実施状況等につ

いて、承認又は確認を行う。 

 
（イ）財務モニタリング 

市は、事業継続が困難になる等の事態を回避するため、事業者から提出され

た別紙２－２に定める提出書類（会計監査人による監査済の計算書類（貸借対

照表、損益計算書等）及びキャッシュ・フロー計算書等）に基づき、事業者の

財務状況の健全性について確認を行う。 

財務モニタリングにおける主な確認事項は、次のとおりとする。 

 

・ 損益状況、資金調達の方法や償還計画の適正性 

・ 事業計画上の収支と実績の差異分析 

・ 上記の差異分析を踏まえた事業の見通し評価や改善策の検討 
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ウ 協議による事業計画の承認 

市は、事業計画書の案に関して、事業者から提出された別紙２－２に定める提

出書類に基づき、事業者と協議を行う機会を設け、調整を行った後、承認を行う。 

全体事業計画、本事業開始予定日を含む事業年度に係る単年度事業計画につい

ては、落札後、事業提案書に基づき、それぞれの案を市に提出し、市と協議及び

調整を行う。 

本事業開始予定日を含む事業年度の翌年度以降の単年度事業計画については、

事業者は、別紙２－２に定める提出書類に基づき、要求水準の達成、事業計画及

び収支の計画の合理性、セルフモニタリング実施計画、課題や対応方針等に関し

て、市と協議及び調整を行う。 

なお、事業計画書の案については、市の予算案が市議会で可決され、市が承認

することによって、確定する。 

また、事業者が、本事業期間中、事業計画書の内容を変更しようとする場合は、

あらかじめ市の承認を得るものとする。 

事業計画に関する年間スケジュールは、図２に示すとおりである。 

 

エ 協議による事業報告等の確認 

事業報告又は業務報告（以下「事業報告等」という。）については、事業者か

ら提出された別紙２－２に定める提出書類に基づき、市は、事業計画に対する要

求水準の達成、事業計画書に基づく進捗状況、事業運営状況、セルフモニタリン

グの結果等を確認する。また、事業者と事業実施状況等に関して、確認・情報共

有するために、市と事業者が出席する調整会議を適宜開催し、合わせて課題や対

応方針等に関して、事業者と協議を行う。 

事業報告に関する年間スケジュールは、図２に示すとおりである。 

なお、事業計画又は事業報告にかかわらず、市が必要と判断した場合は、市は、

事業者と協議を実施する。 
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      図２ 事業計画及び事業報告に関する年間スケジュール 

 

オ 現地における確認 

市が必要と判断した場合、市は、現地における確認を行い、事業者は市の現地

における確認に必要な協力をしなければならない。 

事業契約書に定める他、市は、要求水準の達成に疑いがある場合（工事完成検

査に限らない。）は、検査のため、事業者に対して、施工部分を最小限度に破壊

し、品質及び性能の確認を行うよう指示すること、又は市自らが施工部分を最小

限度に破壊し、品質及び性能を確認することができる。 

なお、その確認又は復旧に係る費用は、事業者の負担とする。 

 

（３）監査等への対応等 

市に対して、事務や工事の施工状況等を対象とした監査等（市監査委員による監

査、会計検査院による検査、水道法第39条第１項の規定による国の立ち入り検査、

ISO22000の監査等）が実施される場合は、事業者は市とともに、資料請求や実地調

査等、関係機関からの求めに速やかに対応しなければならない。 

また、監査等での指摘・意見を受けて、本事業における対応が必要となる場合に

は、事業者は、市と協議の上これに協力すること。 

 

 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　中期事業報告※１

6月

　市との協議

※３　月次業務報告に関する協議については、市が特に開催をする必要がないと判断した場合は、協議を省略することがある。

　市との協議

　事業計画書（案）の提出

　確　　定

※２　各年度４～９月までの半期報告

　報告書等の提出

　市との協議

※１　４事業年度目までの中期事業報告は、５事業年度目に行う

　報告書等の提出

　市との協議

　単年度事業報告

　報告書等の提出

　市との協議

　半期事業報告※２

7月

　月次業務報告※３

　報告書等の提出

3月9月 10月 11月 12月 1月 2月8月

　単年度事業計画

　管路更新計画(案）の提出

項目／月 4月 5月
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２ 事業期間満了時のモニタリングの実施方法 

市は、本事業に関する効果測定としての事後評価や、市への業務引継ぎを目的とし

て、次のとおり、事業終了時に確認を行う。 

事業者は、事業契約書等に定めるとおり、事後評価に必要な資料や引継書を作成し、

市は、それらを確認する。  

なお、事業終了時の具体的な資料等については、市と事業者の協議において定める

ものとする。 

 
（１）書類による確認 

事業者は、事業終了時に際して、表１に示す書類を市へ提出し、確認を受ける。 

 

表１ 事業終了時に提出する書類 

提出書類 提出時期 

事後評価に必要な書類 

※市は、提出された書類をもとに、次の観

点から事後評価を行う。 

・事業目的（更新のペースアップ、コス

トの抑制等）が達成されたか 

・次期事業手法の選定や今後の更新業

務の改善のための検討 

市と事業者の協議において定める。 

引継書 

 

本事業終了日の180日前をめどに市と事

業者の協議において定める。 

 

（２）現地における確認 
書類及び協議による確認の結果、市が必要と判断した場合、又は事業者が現地確

認を要請した場合、市は現地における確認を行うことがある。事業者は市の現地に

おける確認に必要な協力をする。 

 

（３）確認に向けた協議 
市と事業者は、事業契約書に定める引継等に必要となる協議を適宜実施する。 
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第４ 要求水準未達事項に対する措置 

 

１ 事業期間中における措置 

（１）要求水準未達の通知と是正措置要求 

 

ア 要求水準未達の通知 

市によるモニタリングの結果、事業者による本事業の実施状況が、要求水準

未達と認められる場合、市は事業者に対しその旨を文書で通知し、当該未達の

是正措置を求める。 

当該未達の内容によっては、市は、事業者に対し、当該未達の即時解消や、

当該未達につながる行為の即時中止等を指示する。 

要求水準未達の事象例は、表２に示すとおりである。 
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表２ 要求水準未達の事象例 

 

非違性 有責性

〇提出書類の不備、遅延（工事完成物に影響のないもの）　　例）・記載項目漏れ等

〇セルフチェックの抜け、漏れ（施工管理の確認に影響がないもの）　例）・施工計画書の記載不足等

〇安全管理上の不備（損害を生じないもの）　例）・教育訓練（新規入場者、安全講習）の未実施

故意又は

重過失

〇提出書類の不備、遅延（工事完成物に影響のあるもの）

  例）・調整日の遅延となる調整図不備  ・安全上影響のある仮設計算書の不備
      ・設計、施工のやり直しを要する設計図面、構造計算書の不備

      ・金額の影響が大きい工事内訳書（設計資料) の不備

〇セルフチェックの抜け、漏れ（施工管理の確認に影響があるもの）

  例）・工事写真の未撮影（他の書類により施工状況が確認できるものを除く）  ・材料伝票の不備

〇安全管理上の不備（損害を生じるもの）　例）・安全誘導の不備

〇市への報告遅延　例）・工事に起因する事故の報告遅延

〇市が承認した設計書等と異なる施工

  例）・埋設深さ、離隔の相違（事前協議で他企業等の了承を得たものを除く）　・埋戻土の転圧不足

      ・ポリエチレンスリーブの被覆忘れ ・給水管の接合替漏れ（図面に記載のない給水管をを除く）

      ・断通水作業計画に基づかない断通水作業の実施

〇市の承認を得ない業務実施

  例）・承認を要する設計変更の未承認で実施　・管路構成計画の変更の未承認

      ・道路占用許可の未調整又は再調整を受けない施工

〇埋設物管理者との離隔協議の失念、交通管理者との事前協議の失念

〇規格に適合しない材料の使用

〇地元調整の未実施

〇住民苦情対応の不備

〇市職員、道路管理者、警察の指示への未対応、暴言

〇市、工事関係者、第三者への損害　例）・重機の接触　・家屋、塀等の損傷

故意又は 上記のうち故意又は重大な過失によるもののほか、

重過失 〇提出書類の偽造、改ざん

〇環境対策重機等の部分的な不使用

〇工事車両の一時的な駐車違反

〇建設業法違反（工事看板の記載不備、契約締結前の工事着手）

〇個人情報の漏洩（10件未満かつ個人の特定が容易でない情報（給水管埋設位置、口径等）の漏洩）

〇環境対策重機等の不使用

〇工事車両の恒常的な駐車違反

故意又は

重過失

〇個人情報の漏洩（10件以上又は個人の特定が容易である情報（氏名、住所、電話番号等）の漏洩）

〇無許可工事（道路占用、道路使用等）、許可条件違反（時間帯、交通処理図、ガードマン配置不
足）、未申請作業（下水放流等）

〇労働安全衛生法違反（作業員の危険防止義務違反）等

　例）・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の未選任

〇法令に違反した委託先の選定

　例）・継手、穿孔資格なし　・本市指定給水装置工事事業者以外のもの　・産廃処分・運搬資格なし

上記のうち故意又は重大な過失によるもののほか、

〇建設業法違反（有資格者の不在・資格期限切れ、配置技術者の偽装等）

〇産業廃棄物の不法投棄

その他の
法令等違反

軽過失

故意又は
重過失

その他の
要求水準
未達

不可抗力 〇災害等の発生に起因した業者手配の遅れ等全体工事工程に影響があるもの

軽過失

軽微な
法令等違反

軽過失
（非違性が
著しく低い
もの）

軽過失
（上記以外）

上記のうち故意又は重大な過失によるもの

未達の態様

想定される具体例

軽微な
要求水準
未達

不可抗力 〇災害等の発生に起因した資材調達の遅れ等工事工程に影響のないもの

軽過失

上記のうち故意又は重大な過失によるもの



 

14 

 

  イ 是正措置の実施 

市が、事業者に求める要求水準未達時の是正措置の内容は、「当該未達の解消」

「再発防止策を含めた是正計画書の提出」及び「是正計画書に基づく再発防止策

の実施」である。 

市は、各是正措置について、事業者と協議、調整のうえ、是正措置を決定し、

それぞれ相応の期限を定めて、事業者に対し是正措置の実施を求める。 

事業者は、市が定めたそれぞれの期限までに、各是正措置を実施するととも

に、市に対し、当該是正措置の実施を完了した旨、書面により報告する。 

市は、事業者からの報告を受け、是正措置に係るモニタリングとして、当該

是正措置の適正性や着実に実施されているか等を確認のうえ、すべての確認が

終了した場合、その旨を事業者へ通知する。是正措置の実施を完了するまでに

期間を要する場合には、必要に応じて、実施途中についても進捗状況について

のモニタリングを行う。 

なお、市が定めたそれぞれの期限までに、事業者が当該是正措置の実施を完

了しなかった場合、市は事業者に対して期限を定めて当該是正措置の実施を催

告する。 

事業者が、市が催告した期限までに当該是正措置の実施を完了せず、今後も

実施する見込みがない場合においては、市は契約を解除できる。 

是正措置の実施に関する事務処理のフロー（例）は、図３に示すとおりであ

る。 

なお、是正措置として定めた是正計画書に基づく再発防止策については、事

業期間中、その実施状況の報告を受けることとし、モニタリングの中で継続的

に確認を行う。 
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図３ 要求水準未達時に関する事務処理の標準フロー 

 

（２）違約金の請求 

事業期間中における要求水準未達にかかる違約金については、要求水準に関する

事業者によるセルフモニタリングや市によるモニタリングの確実な実施による工

事及び業務品質の確保等を前提としつつも、事業者が工事及び業務の適正な履行に

ついて十分に意識し、自らの責任において着実に本事業を実施することを促し、不

適正な事象の発生の抑止力としての仕組みとなるよう違約金支払義務を設定する

ものである。 

（１）で通知した要求水準未達が事業者帰責による場合など、市は、違約金を事

業者に請求する。 

なお、違約金の詳細については、事業契約書に定めるところによる。 

 

 

２ 事業期間満了時の措置（事業者の責により業務を完了できない場合） 

（１）要求水準未達の通知と事業期間の延長 

市によるモニタリングの結果、事業期間満了時（令和14年３月31日。ただし、市

と事業者の協議によって、事業者の責に帰さない事由により事業期間を延長した場

合は、当該延長後の事業期間満了時）に事業者による本事業の実施状況が、事業者

の責に帰すべき事由により、事業契約書に定める業務を完了せず要求水準未達と認

められた場合、市は事業者に対しその旨を文書で通知する。 

この場合、市と事業者は、事業期間の延長について協議を行い、事業期間を延長

せず事業を終了するか、事業期間を延長して４年を限度として更新事業を実施する

かを決定する。 

※事象によって、「要求水準未達の解消」、「是正計画書の提出」、「再発防止策の実施」の優先順位や各期限の設定は異なる。

必要に応じて 期限 期限 期限 完了

再発防止策を
含む是正計画

書を提出

是正計画書

を承認

再発防止策

を実施

市 市 事業者 市 事業者 市
事業者

各是正措置

の実施を通知

是正措置

に係る協議

要求水準未達

の解消

未達の解消を

確認

再発防止策
を実施せず

是正措置
実施を催告

再発防止策
を実施せず

契約解除
を検討

事業者 市

再発防止策の

実施を確認

事業者 市 事業者 市

事業者 市 事業者 市

是正計画書
を提出せず

是正措置
実施を催告

是正計画書
を提出せず

契約解除
を検討

事業者 市 事業者 市

要求水準未達

を解消せず

是正措置

実施を催告

要求水準未達

を解消せず

契約解除

を検討
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（２）違約金の請求 

（１）の通知を行った場合、市は違約金を事業者に請求する。 

なお、違約金の詳細については、事業契約書に定めるところによる。 

 

 

３ 要求水準未達を理由とする契約解除時の措置 

市によるモニタリングの結果、事業者の責に帰すべき事由により、事業契約書に定

める契約解除事由となる要求水準未達が認められた場合、市は、本事業の契約を解除

することができる。 

市は、事業者に対しその旨を文書で通知するとともに、事業契約書に定める違約金 

を請求する。 

なお、違約金の詳細については、事業契約書に定めるところによる。 
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別紙１ 市による承認・確認に関する標準的な事務処理フロー 

 ※　市の事務として行う業務

半期事業報告書の作成 確認（計画１）

単年度事業報告書の作成 確認（計画２）

中期事業報告書の作成 確認（計画３）

計
画
業
務

月次業務報告書の作成 確認（計画４）

工事費及び断通水作業費の確定 承認（運営３,４）

工事完成検査 承認（施工３）

完成

確認（施工３） 市業務 
※

通水作業

施工数量の認定 承認（施工２）

施工業者・断通水業者の選定 確認（運営１,２）

工事施工

試験掘の実施

給水管接合替の調整

施
工
（

施

工
監
理
含
む
）

・
運
営
業
務

施工計画書の作成 確認（施工１）

各種許可申請手続き

施工協議、地元調整
確認（施工２） 市業務 

※

断通水作業

施工管理 確認（施工４）

断通水作業計画作成 承認（施工１）

塩素注入・塩素排出作業

又は洗浄排水作業

市業務 
※

埋設調整図面の作成 承認（設計１） 市業務 
※

企業間調整・本調整 
※

設
計

・
運
営
業
務

設計業者の選定 確認（運営１,２）

設計計画の策定 確認（設計１,２）

材料等の選定(新材料除く）

工法の選定

附属設備の配置設定

長期工事調整予定調書作成

年間工事調整予定調書作成
確認（設計３）

設計内容の明示

（図面作成・数量算定）

承認（設計２）

承認（運営１,２）

市業務 
※

月間工事調整予定調書作成 確認（設計４）

計
画
業

務

路線選定

管路更新計画

（全体事業計画）の作成
承認（計画１）

管路構成計画の策定

管路更新計画

（単年度事業計画）の作成
承認（計画２）

  
民間事業者の業務

市による承認・確認
個別路線単位の業務 全体集約的な業務
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別紙２－１ 市による業務モニタリング項目一覧 

 

分類 要求水準書見出し

承認
管路更新計画の案
（全体事業計画、単年度事業計画）

任意 令和６年２月末日まで

事業期間の年度別工事完成路線数、事業
量・事業費見込み、達成すべき指標の達成
見込み、当該年度に更新対象とする路線リ
スト、当該年度の事業量・事業費見込み、
当該年度達成すべき指標の達成見込み

１か月程度 承認（計画１）

承認
管路更新計画の案
（２事業年度目以降、単年度事業
　計画）

任意
当該事業年度の前事業年
度の８月末日まで

当該年度に更新対象とする路線リスト、
当該年度の事業量・事業費見込み、
当該年度達成すべき指標の達成見込み

事業計画書に合わせて
承認
（Ｐ10の図２参照）

承認（計画２）

確認
半期事業報告書
（各事業年度の４～９月）

任意
各事業年度の９月末日から
45日以内

半期の事業実績 ― 確認（計画１）

確認 単年度事業報告書 任意
各事業年度の末日から
３か月以内

単年度の事業実績 ― 確認（計画２）

確認
中期事業報告書
（４事業年度目まで）

任意
各算定期間の末日から
３か月以内

４年間の事業実績 ― 確認（計画３）

確認 月次業務報告書 任意
各月の末日から
10営業日以内

各月の事業実績
計画・設計・施工業務の全体工程表（計画・
実績）

― 確認（計画４）

（２）管路構成計画及び断通
水作業計画の策定と調整

承認 管路構成計画 任意
路線毎に都度
または
既承認事項変更時

管路更新計画（単年度事業計画）策定時
更新後の管路の略図（修繕対象弁栓類を
明示）・断通水手順

３週間程度 承認（計画２）

確認
設計業者の選定方法に関する資料
設計業者の資格要件の審査資料

任意
各事業年度の末日から
10営業日以内

設計業者の選定方法 ― 確認（運営１）

確認
設計業者の契約状況に関する資料
（委託契約書等）

任意
各半期の末日から
10営業日以内

設計業者の選定状況 ― 確認（運営２）

確認
施工業者の選定方法に関する資料
施工業者の資格要件の審査資料

任意
各事業年度の末日から
10営業日以内

施工業者の選定方法 ― 確認（運営１）

確認
施工業者の契約状況に関する資料
（下請負契約書等）

任意
各半期の末日から
10営業日以内

施工業者の選定状況 ― 確認（運営２）

確認
断通水業者の選定方法に関する
資料
断通水業者の資格要件の審査資料

任意
各事業年度の末日から
10営業日以内

断通水業者の選定方法 ― 確認（運営１）

確認
断通水業者の契約状況に関する資料
（委託契約書等）

任意
各半期の末日から
10営業日以内

断通水業者の選定状況 ― 確認（運営２）

承認 設計費積算内訳書（金入り） 指定 路線毎の実施設計完了時 設計費積算の照査 １週間程度/路線 承認（運営１）

承認 着手前工事費積算内訳書（金入り） 指定 路線毎の着手前時に都度 工事費積算の照査 ２週間程度/路線　※１ 承認（運営２）

承認
変更項目の数量・工事費数量明細書
設計変更理由書

任意 事象発生時 設計内容の採用可否 ２週間程度/路線　※１
別表２
「事象発生時の承認１」

承認
着手前工事費と物価変動を考慮した
工事費との差分を明らかにした資料

任意 事象発生時 物価変動による工事費の精算の可否 １週間程度/路線
別表１
「事象発生時の承認 ２」

承認 工事費積算内訳書（金入り） 指定
路線毎の工事完成時に都
度

工事費積算の照査 ２週間程度/路線　※１ 承認（運営３）

承認 断通水作業費積算内訳書 指定

各事業年度の１月末から
40日以内
または
追加精算時

断通水作業費積算の照査
２週間程度/当年度精算分
※５

承認（運営４）

業務執行体制 確認
設計体制計画書
設計基準書、参照指針等
設計業務従事者の教育訓練計画書

任意
各事業年度の末日から
10営業日以内

業務執行体制の確保手段 ― 確認（設計１）

（１）設計計画の策定 確認 設計計画書 任意
路線毎に都度
または
既確認事項変更時

実施工程、実施手段 ― 確認（設計２）

承認 個別承認に要する資料一式 任意 事象発生時 新材料（個別限定使用）の使用可否 １週間程度　※２
別表１
「事象発生時の承認 ３」

承認
資材等審査委員会の審議に要する
資料一式

任意 事象発生時 新材料（汎用）の採用可否 １か月程度　※３
別表１
「事象発生時の承認 ４」

確認 工法検討（開削、非開削）比較選定表 任意 事象発生時
施工性、経済性で優位な工法であることの
確認

―
別表２
「事象発生時の確認１」

確認 地盤変位対策検討書 任意 事象発生時 地盤変位対策の検討状況 ―
別表２
「事象発生時の確認２」

確認 橋梁添架管の設計検討書 任意 事象発生時 橋梁の添架管の設計検討状況 ―
別表２
「事象発生時の確認３」

確認 長期工事調整予定調書 指定
毎年市が定める
提出期限内

申請書類の構成 ―
確認（設計３）
（市事務の中での確認含む）

確認 年間工事調整予定調書 指定 毎年10月及び１月 申請書類の構成 ―
確認（設計３）
（市事務の中での確認含む）

確認 月間工事調整予定調書 指定 調整受検月の３か月前 申請書類の構成 ―
確認（設計４）
（市事務の中での確認含む）

確認 調整図 指定 事象（浅層埋設）発生時
浅層埋設の可否
協議資料

―
別表１
「事象発生時の確認４」

確認
調整図
存置理由書

指定 事象（存置）発生時
既設管の存置の可否及び存置方法
協議資料

―
別表１
「事象発生時の確認５」

確認 調整作業事前調査書 指定
事象（新舗装道路部工事）
発生時

新舗装道路部での工事の可否
協議資料

―
別表１
「事象発生時の確認６」

承認 調整書類一式 指定
路線毎に都度
または
既確認事項変更時

使用材料、管布設位置、既設管連絡位置、
附属設備の配置、申請書類の構成、管路
構成計画の整合（配水確認）

基幹管路：１週間程度/路線
※４

承認（設計１）

設
計
業
務

（２）材料等の選定

（３）工法の選定

（４）埋設調整

計
画
業
務

（１）管路更新計画の
策定と管理

運
営
業
務

（２）設計業者、施工業者及
び断通水業者の確保

（３）設計費の確定及び工事
費の積算

（４）設計変更

（５）工事費及び断通水作業
費の確定（精算）

業務 承認
/確認

提出書類 様式 提出時期 承認/確認事項
承認に係る
標準期間

承認・確認区分等
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分類 要求水準書見出し

承認 個別承認に要する資料一式 任意 事象発生時 新設備（個別限定使用）の使用可否 １週間程度/路線　※２
別表１
「事象発生時の承認５」

承認
資材等審査委員会の審議に要する
資料一式

任意 事象発生時 新設備（汎用）の使用可否 １か月程度/路線　※２
別表１
「事象発生時の承認５」

（６）給水管接合替の調整 確認 設計図面 指定
路線毎に都度
または
既確認事項変更時

鉛給水管の布設替の範囲・ルート ―
別表１
「事象発生時の確認７」

承認 設計図面一式 指定
路線毎に都度
または
既承認事項変更時

材料等の選定、工法の選定、埋設調整、
附属設備の配置、給水管接合替の調整

１週間程度/路線 承認（設計２）

承認 設計数量算定基準に関する資料 任意 事象発生時
市と異なる設計数量の算定基準採用の可
否

１か月程度
別表１
「事象発生時の承認６」

ア　施工計画書の作成 確認 施工計画書 任意
路線毎に都度
または
既確認事項変更時

施工管理体制の確保手段 ― 確認（施工１）

（１）各種許可申請手続き 確認 各種許可申請書類 指定
路線毎に都度
または
既確認事項変更時

申請書類の構成 ―
確認（施工２）
（市事務の中での確認含む）

承認 断通水作業計画書 任意
路線毎に都度
または
既承認事項変更時

断通水手順 １か月程度 承認（施工１）

確認 水質試験依頼票 指定 新管の通水前 新管の水質試験状況 ―
確認（施工３）
（市事務の中での確認含む）

確認 施工数量が確認できる資料一式 指定 事象発生時 工事費数量の照査 ２週間程度/路線　※１
別表１
「事象発生時の確認８」

承認
断通水作業数量が確認できる資料
一式

指定

各事業年度の１月末から
15日以内
または
追加精算時

断通水作業数量の照査
２週間程度/当年度精算分
※５

承認（施工２）

（７）施工管理 確認
ハザード管理方法が確認できる資料
品質・出来形・安全管理基準
トレーサビリティー確保手法

任意
各事業年度の末日から
10営業日以内

品質管理の管理状況
施工管理体制の確保手段

― 確認（施工４）

承認 完成図書類一式 指定 工事完成時 完成図書類の記載事項 １か月程度 承認（施工３）

承認 完成図書類の変更様式 任意 事象発生時 新たな完成図書類の様式変更の可否 ３か月程度
別表１
「事象発生時の承認７」

　上記に加え、セルフモニタリング状況の確認及び記録・現場の抜き打ち確認を実施する。

１　承認に係る標準期間に関する留意事項

　　・　誤りや添付漏れ等がない状態で、書類が提出されていることを前提とする。

　　・　水道局内の承認に必要な期間であり、建設局等の申請先へ提出後に係る期間は含まない。

　　・　個別路線単位の業務に係る期間については、１件あたりの標準事業量として、0.5～１kmを目安にしている。

　　・　承認１件あたりの標準期間であり、複数件同時に処理する場合は、この限りではない。

２　承認に係る標準期間に関する注釈

　※１　事業者が水道局の積算システムを用いて作成した内訳書を提出することを前提とする。

　※２　試験施工・材料強度試験等の外業に係る期間は除く。

　※３　JWWA又はJIS規格取得期間、及び試験施工・材料強度試験等の外業に係る期間は除く。

　※４　他埋設物管理者等との協議が完了し、調整書類として体裁が整った書類が提出されていることを前提とする。

　※５　事業者が市が指定した工種で内訳書（積算システムは使用しない）を提出することを前提とする。

別表１　事象発生時の承認

１

２

３

４

５

６ 第５ー２ー（７）ーイ

７

別表２　事象発生時の確認

1

２

３

４

５

６

７

８

　市と異なる設計数量の算定基準を採用する場合

　施工着手後に判明した事象に伴い設計内容の変更が必要となる場合 第６ー２－（６）－ア

　不要となった既設管を存置せざるを得ない場合 第５ー２ー（４）ーイー（イ）

　新舗装道路部での工事実施が必要となる場合 第５ー２ー（４）ーイー（ウ）

　要求水準書第５ー２－（６）－アに該当した場合 第５ー２－（６）－ア

　地盤条件が著しく変化する箇所に埋設する場合 第５ー２ー（３）ーオ

　橋梁の添架管を更新する場合 第５ー２ー（３）ーキ

　浅層埋設の適用を求める場合又はそれを下回る埋設深さとなる場合 第５ー２ー（４）ーイー（ア）

　完成図書類について、「土木工事共通仕様書（提出図書類一覧表）」で定める所定の様式等によらない場合 第６ー２ー（８）ーイ

事　　　象 要求水準書

　更新工法の選定にあたって、開削・非開削等の工法検討が必要となる場合 第５ー２ー（３）

　「調達用配管材料仕様書」に定めのない材料を使用する場合で、特殊配管部に限定的に使用する場合 第５ー２ー（２）ーキ

　「調達用配管材料仕様書」に定めのない材料を使用する場合で、本事業期間中、汎用的に使用することを想定している場合 第５ー２ー（２）ーキ

　「土木工事共通仕様書（弁栓室類標準図集）」と異なる弁室等を採用する場合 第５ー２ー（５）ーウ

事　　　象 要求水準書

施工着手後に判明した事象における設計内容の変更有無を求める場合 第４ー２ー（４）ーア

　物価変動に伴う工事費の精算を求める場合 第４ー２ー（４）ーウ

（５）附属設備の配置

施
工
業
務

（
施
工
監
理
業
務
を
含
む

）

（５）工事施工

（６）施工数量の認定

（８）工事完成手続き

提出書類 様式 提出時期 承認/確認事項
承認に係る
標準期間

承認・確認区分等
承認
/確認

設
計
業
務

（７）設計内容の明示（図面
作成・数量算定）

業務
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別紙２－２ 市による事業運営モニタリング項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 要求水準書見出し

承認 全体事業計画書の案 任意 令和６年２月末日まで

承認
単年度事業計画書の案
（本事業開始予定日を含む事業年度）

任意 令和６年２月末日まで

承認
単年度事業計画書の案
（２事業年度目以降）

任意
当該事業年度の前事業年度の

12月末日まで

確認 中期事業報告書 任意
４事業年度の末日から

３か月以内

確認 単年度事業報告書 任意
各事業年度の末日から

３か月以内

確認 半期事業報告書 任意
各事業年度の９月末日から

45日以内
上半期分（４月から９月分）のみ

確認 月次業務報告書 任意
各月の末日から
10営業日以内

（３）実施体制に関する事項 確認 事業体制図及び各責任者一覧表 任意
本事業開始日の前日まで
変更する場合は都度

確認 全体収支実績 任意
各事業年度の末日から

３か月以内

確認
計算書類及び連結計算書類
※会計監査人による監査済みのもの

任意
各事業年度の末日から

３か月以内

確認 会社法第435条第2項に規定する事業報告 任意
各事業年度の末日から

３か月以内

確認
計算書類に係る附属明細書
※会計監査人による監査済のもの

任意
各計算書類及び事業報告の

提出と同時

確認 事業報告に係る附属明細書 任意
各計算書類及び事業報告の

提出と同時

確認
キャッシュ・フロー計算書及び
連結キャッシュ・フロー計算書

任意
各計算書類及び事業報告の

提出と同時

確認
株主名簿の原本証明付写し（各事業年度の
末日現在）

任意
各事業年度の末日から

60日以内

確認 会計監査人による監査報告書 任意
各事業年度の末日から

３か月以内

確認 株主総会議事録及び要旨 任意
株主総会開催後
30日以内

ただし、計算書類の承認に係る株主総会は、
各事業年度の末日から３か月以内とする。

確認 取締役会会議録及び要旨 任意
取締役会開催後
30日以内

ただし、計算書類の承認に係る株主総会は、
各事業年度の末日から３か月以内とする。

確認 合計残高試算表 任意
半期の末日から
45日以内

確認 資金繰り表 任意
半期の末日から
45日以内

（５）財務に関する事項

経
営

備考

（１）事業計画書に関する事項

業務 承認
/確認

提出書類 提出時期様式

（２）事業報告書に関する事項


